
（別記様式４） 
 

◯◯年度のＣＰＴＰＰに基づくオーストラリアのプロセスチーズの関税割当て 
（ＣＳＱ－ＪＰ15）の申請登録申込 ＜ウェブサイトでの申込内容＞ 

 

農林水産省では、ＣＰＴＰＰに基づくオーストラリアのプロセスチーズの関税割当てに
ついて、以下の事項に関する申請登録申込を行う必要があります。 平成◯◯年度のＣＰ
ＴＰＰに基づく関税割当公表をご覧の上、申請登録申込の手続きをお願いいたします。 
 
なお、法人又は個人による申請登録は 1 回のみとします。 
 
申請登録の申込後、農林水産省からは、各法人又は個人宛てに、申請登録申込の完了に
関するメール等での返信を行いません。また、申請登録の申込後、登録内容の修正を行
うことは出来ませんので、ご注意願います。 
申込期間終了後、申請登録のウェブサイトは、締め切らせていただきます。 
 
（受付期間:平成◯年◯月◯日から平成◯年◯月◯日まで） 

 

 

 
○ 申請者名（全角）（必須） （例：株式会社◯◯） 

○ 代表者名（全角）（必須） （例：代表取締役 農水 太郎） 

 

○ 住所（全角）（必須） 

注：登記簿（法人の場合）又は住民票（個人の場合）の住所（都道府県を含む）を記入 

 

○ 電話番号（半角）（必須）（例：03-◯◯－◯◯◯◯） 

 

○ オーストラリアのプロセスチーズの申請数量（単位：トン、数値のみ入力する

こと）（半角）（必須） 

注：１申請者あたりの申請上限数量に注意すること 

 

○ 担当者氏名（全角）（必須）（例：農水 一郎） 

 

○ 担当者のメールアドレス（半角）（必須） 

 

○ 確認メールアドレス（半角）（必須） 

  確認のため、上記と同じメールアドレスをもう一度入力して下さい 

 

 

送信確認       リセット 


